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「
海
上
で
船
が
故
障
し
た
」「
海
に
転
落
し
て
流
さ

れ
た
」「
釣
り
場
に
取
り
残
さ
れ
た
」�

こ
う
し
た
海

の
事
故
に
対
し
て
、
す
ば
や
い
救
助
を
行
う
た
め
に

は
、
一
刻
も
早
い
救
助
要
請
を
す
る
こ
と
が
大
切
で

す
。

　

局
番
な
し
の
電
話
番
号
「
一
一
八
」
番
で
、
も
よ

り
の
海
上
保
安
部
へ
救
助
を
求
め
ま
し
ょ
う
。

海
の
も
し
も
は

「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八
」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」番番番番番番番番番番番番番番番番番番番番番番番番番番番番番番番番番

　

平
成
十
六
年
四
月
分
に
さ
か
の
ぼ
り
、
児
童
手
当
等
の
支
給
対
象
年
齢
が
小
学
校
三
学
年
修
了
ま
で

に
拡
大
さ
れ
ま
し
た
。

　

新
規
に
児
童
手
当
等
を
受
け
よ
う
と
す
る
保
護
者
の
皆
さ
ん
は
、
認
定
請
求
等
の
手
続
き
が
必
要
に

な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
現
在
、
手
当
を
受
給
中
で
、
新
二
・
三
年
生
の
保
護
者
の
人
は
、
額
改
定
請
求
等
の
手
続
き

が
必
要
で
す
。

　

た
だ
し
、
今
年
三
月
ま
で
就
学
前
特
例
給
付
を
受
給
し
て
い
た
新
一
年
生
は
、
継
続
し
て
受
給
で
き

ま
す
の
で
、
手
続
き
は
不
要
で
す
。（
六
月
の
現
況
届
は
必
要
で
す
）

支
給
対
象　

現
行：

義
務
教
育
就
学
前
ま
で
↓
改
正：

小
学
三
学
年
修
了
ま
で

手

当

額　

第
一
子
・
第
二
子　

月
額　
　

五
千
円

　
　
　
　
　

第
三
子
以
降　
　
　

月
額　
　

一
万
円

所
得
制
限　

た
と
え
ば
、
扶
養
が
三
人
の
場
合
、
所
得
四
一
五
万
円
未
満

　
　
　
　
　

た
だ
し
、
厚
生
年
金
等
加
入
者
（
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
）
は
、
所
得
五
七
四
万
円
未
満

新
規
に
申
請
を
す
る
人
は
、
十
五
年
度
・
十
六
年
度
の
所
得
証
明
書
（
十
五
年
一
月
一
日
及
び
十
六
年

一
月
一
日
に
町
内
に
在
住
で
、
所
得
の
確
認
が
で
き
る
人
は
不
要
）
と
、
受
給
者
（
申
請
者
）
名
義

の
銀
行
口
座
番
号
が
わ
か
る
も
の
と
印
鑑
を
持
参
し
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
厚
生
年
金
等
の
加
入
者
は
、
受
給
者
（
申
請
者
）
本
人
の
健
康
保
険
証
の
写
し
を
持
参
し
て

く
だ
さ
い
。

　
（
国
保
組
合
加
入
者
は
、
従
来
ど
お
り
年
金
加
入
証
明
書
が
必
要
）

　

九
月
三
〇
日
ま
で
の
間
に
、
申
請
を
し
た
場
合
は
、
経
過
措
置
と
し
て
四
月
分
か
ら
受
給
で
き
ま
す
。

問
合
せ　

福
祉
課　

�
内
線
二
三
七

童手当が
学
三
年
生
ま
で
拡
大
！

児 小お
知
ら
せ
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広
報
は
や
ま
8
月
号

国
民
健
康
保
険
か
ら

　

国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
は
、
病
気
や
ケ
ガ
の
と
き
に
必
要
な
保
険
給
付
な
ど
を
通
し

て
、
皆
さ
ん
の
健
康
を
支
え
る
制
度
で
す
。

　

保
険
料
は
国
保
の
運
営
に
欠
か
せ
な
い
大

切
な
財
源
で
す
。
国
保
は
保
険
料
を
み
ん
な

で
出
し
合
い
、
病
気
や
け
が
を
し
た
と
き
の

医
療
費
に
あ
て
る
助
け
合
い
の
制
度
で
す
。

　

納
め
な
い
人
が
い
る
と
、
国
保
を
運
営
す

る
財
源
が
不
足
し
て
し
ま
い
、
財
政
が
破
綻

し
て
し
ま
い
ま
す
。
保
険
料
は
納
期
限
内
に

必
ず
納
め
ま
し
ょ
う
。

納
め
て
ま
す
か
？保

険
料

　

国
保
に
加
入
し
て
い
る
人
（
老
人
医
療
制

度
の
適
用
者
は
除
く
）
で
、
厚
生
年
金
や
各

種
共
済
組
合
を
二
〇
年
以
上
、
も
し
く
は
四

〇
歳
以
降
一
〇
年
以
上
加
入
し
、
年
金
を
受

け
て
い
る
人
は
、
退
職
者
医
療
制
度
の
対
象

者
と
な
り
ま
す
。

退
職
者
医
療
制
度と

は
？

　

対
象
者
は
、
一
般
被
保
険
者
証
か
ら
退
職

被
保
険
者
証
（
桃
色
）
に
切
り
替
え
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

　

該
当
す
る
人
は
、
被
保
険
者
証
、
年
金
証

書
、
印
鑑
を
持
参
し
て
、
町
民
課
に
届
け
出

て
く
だ
さ
い
。

国
保
の
擬
制
世
帯
主
っ
て
、

な
に
？

　

住
民
票
上
の
世
帯
員
が
国
保
に
加
入
し
た

場
合
、
国
保
の
世
帯
課
税
主
義
に
よ
り
、
加

入
し
て
い
な
い
世
帯
主
（
擬
制
世
帯
主
）
に

保
険
料
の
請
求
等
が
さ
れ
ま
す
。
こ
の
世
帯

主
の
変
更
を
希
望
す
る
場
合
は
、
届
出
に
よ

り
、
諸
条
件
を
満
た
せ
ば
、
世
帯
主
を
変
更

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

問
合
せ　

町
民
課

　

�
内
線
二
一
六
・
二
一
七

　

台
風
は
、
毎
年
多
く
の
被
害
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

　

大
雨
に
よ
る
水
害
や
土
砂
災
害
、
強
風
に
よ
る
建
物
の
倒
壊
や
送
電
線
の
断
線
、
波
浪

･
高
潮
に
よ
る
船
舶
被
害
や
堤
防
の
破
壊
な
ど
、
こ
れ
ら
か
ら
の
被
害
を
少
し
で
も
軽
減

で
き
る
よ
う
、
日
ご
ろ
か
ら
家
庭
で
も
で
き
る
台
風
対
策
を
確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

一
、
風
雨
が
強
ま
る
前
は
、
家
の
周
囲
な
ど
の
見
回
り
、
補
修
を
す
ま
せ
て
お
く

二
、
風
で
飛
ば
さ
れ
そ
う
な
物
は
、
固
定
す
る
か
格
納
す
る

三
、
側
溝
や
排
水
口
の
水
は
け
を
よ
く
し
て
お
く

四
、
停
電
、
断
水
に
備
え
て
非
常
用
品
を
準
備
し
、
生
活
用
水
を
確
保
す
る

五
、
台
風
が
南
海
上
に
あ
っ
て
離
れ
て
い
る
場
合
で
も
、
海
上
で
は
う
ね
り
が
大
き
く
、

海
岸
に
は
高
波
が
押
し
寄
せ
る
た
め
海
の
レ
ジ
ャ
ー
は
控
え
る

六
、
台
風
が
接
近
し
て
い
る
と
き
は
、
気
象
庁
の
発
表
す
る
新
し
い
台
風
情
報
、
警
報
、

注
意
報
に
気
を
つ
け
る

七
、
風
雨
が
強
ま
っ
た
ら
、
日
頃
は
安
全
な
場
所
で
も
気
を
つ
け
、
危
険
な
場
所
に
は

近
づ
か
な
い

八
、
避
難
が
必
要
に
な
る
こ
と
も
あ
る
の
で
避
難
場
所
、
避
難
経
路
の
確
認
、
非
常
持

ち
出
し
品
の
準
備
を
し
て
お
く

問
合
せ　

消
防
総
務
課
防
災
係　

�
八
七
六－

〇
一
四
七

に
よ
る
災
害
！

ご
注
意
く
だ
さ
い

風
台


